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iv

・表記の不統一などの訂正に とどまらない,全 体の改訂を,是 非行ないたい

と思 っている。

当初の計画では,巻 末に,社 会主義諸国や イスラエルのキブッにおけ る児童

の福祉 の状況についての概要を付録 としてつけるつ もりで,研 究室の人たちの

協力を得,す でに一部のノー トは出来ているが,頁 数 と出版期 日の都合で割愛

した。 これ も他 日を期 したい。

生来の怠惰 もさることなが ら,学 内,学 外の諸雑事に追われて,な かなか筆

の進 まなか った私を,感 憩に,か つ間断す ることな く,督 励 しつづけて下 さう

た光生館の中川社長 と石尾 さんに,心 か ら感謝 して欄筆す る。

昭和45年1月10日

お茶の水女子大学家政学部
児 童 福 祉 研 究 室

辻 村 泰 男
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